
          2011 年 4 月 27 日 

号 外 （茨城の NPO 法人に関係する重要な情報です） 

                  認定 NPO 法人 茨城 NPO センター・コモンズ 

 

1. 新しい公共支援事業の茨城県の取り組みについて 

 

民主党政権が昨年決断した寄付税制導入と連動させるかたちで、内閣府は新しい公共の担い手としての NPO

等の基盤強化のため 2 年間の資金を各県に交付しました。茨城県への配分は約 1 億 7 千万円。この資金による   

基盤整備事業（NPO の情報開示や資金調達力の強化など）や新しい公共の場づくりモデル事業の内容と委託先

の選定に関わる第 1回運営委員会が 4月 20日に開催され、コモンズの横田事務局長も委員として出席しました。 

茨城県は 1 月に臨時県議会が開かれたこともあり 3 月議会で平成 23 年度の新しい公共支援事業の計画予算が

議会で決定しています。その内容が次頁のとおりです。支援事業に関しては、内閣府が事業の目的や資金活用に

ついてガイドラインを定めています。（コモンズを含む NPO センターの連合組織は、この基盤整備で何を地域に

残せるかで NPO の未来が変わると考え、ガイドライン策定に深く関与し、多くの要望が盛り込まれています。

内閣府や茨城県のホームページで『新しい公共支援事業ガイドライン』を参照してください） 

 運営委員会で示された茨城県の実施計画案は、基盤整備事業とモデル事業の２つの柱があり、後者は概ねガイ

ドラインに沿った形で NPO や自治体などから協働のモデル事業を公募するとしています。一方で、基盤整備に

関する事業案では、一部にガイドラインとの整合性が不明確な事業が盛り込まれています（本来、支援事業の対

象ではない個人を対象にした啓発事業や、既存の県の事業の予算付け替えと思われる事業が含まれている、など）。

また、運営委員会の回数も 23 年度は 3 回となっていました。「せっかく国の資金で行う事業なので、他県に比べ

て遅れている本県の NPO の活動基盤の強化に効果が見込める事業にするため、事業の対象、内容、成果目標を

再検討すべき。また、運営委員会で NPO の課題に即した事業や新しい公共について議論を深めるためにも回数

は増やすべき」などの意見を述べました。他の委員からも、震災対応を踏まえた支援事業にすべき、NPO や自

治体が共同提案しやすいスキームをつくるべき、など計画の修正を求める発言が相次ぎ、その結果、委託先選定

に入る前に 5 月に 2 回目の委員会を行い、再度修正した事業案について協議することになりました。 

新しい公共とは、行政以外の組織も主役になるということです。行政だけで決めるのではなく、担い手同士で

対話をし、そこで出たアイディアを柔軟に行政計画に反映させていく、つまり行政も含めた意識改革も新しい公

共のテーマです。その意味で 1 回目の運営委員会は、従来の会議とは異なる意義深いものでした（近く議事録が

公開されます。ぜひ今後の運営委員会の議論に注目して下さい。モデル事業などへの提案もご検討下さい）。 

 

 

2. 一部市町への所轄庁権限の移譲について 

 

 4 月 1 日より、下記自治体に事務所がある NPO 法人の所轄庁が、県から自治体に移譲されています。事業     

報告や定款や役員の変更手続き、新規法人の設立認証手続きは移譲された自治体になります。 

 

 23 年度から権限が移譲された自治体 

  常総市、常陸大宮市、笠間市、取手市、ひたちなか市 

 

これらに関するご質問、ご意見はコモンズにもお寄せください。 

 



 



 




